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 消防指令自動車（第2支団・第5支団）購入仕様書 

第１ 概 要 

 １．目 的 

  この仕様書は、南房総市が令和７年度に購入する消防指令車（第２支団・第５支団）（以下

「指令車」という。）の仕様について定める。 

 

 ２．指令車の概要 

(1) この艤装に際しては、仕様の目的が十分達せられるよう製作し、技術上変更を要する場

合及び疑義のある場合は市と協議し承認を得なければならない。 

(2) 受注者は、車両・装備品等について別に定めるほか、すべて新規製品のもので、艤装が

完全かつ強固に安全性を十分考慮して完成するよう事前に検討し、工程に支障のないよう

確認する。 

(3) 保証については定められた期間とするが、保証期間後といえども設計不良、工

作不良に起因する不都合箇所発生の場合は、無償にて取り替え又は修理を行うも

のとする。 

(4) 購入数量は２台。 

 

 ３．提出書類 

(1) 製作に先だち受注者は本仕様の全般を確認し、指令車の用途が十分に果たされるよう留意

するとともに次のものを提出し、市の承認を受ける。 

ア. 設計図（四面図）２０分の１（付属品等取付図含む） 

イ. シャシー諸元表 

ウ. 工程表 

エ. その他市の指示するもの 

(2) 車両納入時、次のものを提出する。 

ア. 検査合格証（写） 

イ. 完成図（四面） 

ウ. 写真(完成車、前後左右 右斜前方 左斜後方 )各３部 

エ. その他市の指示するもの  

 

 ４．検 査 

  (1) 納入時完成検査を行う。  

  (2) 完成車は関東陸運局千葉陸運支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所の車両検査に合格したも

の（新規登録手続完了）を市に納入する。 
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 ５．手 続 

   次の事項に係る手続き等は受注者が代行し、検査を伴うものにあってはこれに合格後に納 

入すること。 

(1) 関東陸運局の車体検査に関すること。 

(2) 千葉県公安委員会の緊急自動車等の指定申請（届出）に関すること。 

 

６．主要諸元 

指令車に使用するシャシー（最新型）は次のとおりとする。 

(1) 車体の形状 バン 

(2) 寸  法 

     全 長  3.400mm以下 

     全 幅  1.480mm以下 

     全 高  1.900mm以下 

(3) 乗車定員    4人 

(4) エンジン 

総排気量 660cc以下 

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

  (5) 主変速機方式 ４速ＡＴ 又は ＣＶＴ 

(6) 駆動方式   ４輪駆動  

(7) ドア数    5ドア 

(8) ルーフの形状 ハイルーフ 

    ※ 特に指示のないものは標準装備とする。 

 

第２ 艤 装 

１.メーカー標準装備によるほか、次の装備を施すこと。 

(1) キャビン上部前方に散光式警光灯（スピーカー内蔵型）を取り付け、電子サイレンアンプ

を室内に取り付ける。 

(2) カーステレオ車内／車外切替ボックスを設け電子サイレンアンプに接続すること。 

 

２．塗装及びメッキ 

(1)塗装の外面は赤色スカーレットメジャム№３４１-５８６と同等以上の色とする。 

 （緊急自動車登録に支障が無ければ、メーカー標準の赤色が上記と同等であれば可） 

(2)ドア左右側面に車体前方から「南房総市消防団」と記入するが、記入文字、色及び場所等 

については別途指示とする。 

 

３．無線機関係（支給品移設） 

(1)  無線機本体及びドライブレコーダーは、既存の機器を載せ換えること。 
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(2) キャブ内のオーバーヘッド部に取り付けスペースを設けること。（別途協議） 

(3) アンテナ及び配線は新規とすること。 

(4)  バッテリーから無線機までの電源ケーブル（ヒューズ付）を配線し、接続端子を取 

り付ける。接続端子は容易にはずれない端子を使用すること。 

(5)  本体の取付及び移設については、市と協議の上調整すること。 

 

４．その他 

(1) ボデー外面に使用するボルト、ナット、ワッシャー類はすべてステンレス製とする。 

(2) 車両前面中央部中央に直径150mmの消防団章を取り付けること。（別途協議） 

(3) 消火器取り付け金具（既存物品）を取り付けること。（別途協議） 

(4) ドア上部（前後左右）にサイドバイザーを取り付けること。 

 

第３ その他 

(1) 車両の搬入は受注者が行い、搬入にいたるまでの車体検査、新規登録及び修理に 

要した費用の一切は、受注者の負担とする。なお、車両の登録番号（ナンバー指 

定）については別途指示する。 

(2) 車両納入後の取扱い説明を市と協議し実施すること。 
(3) 入札金額は、納入代金の総額を記載すること。（納入代金の総額とは、車両の代金、

自動車重量税、自動車賠償責任保険料（２５ヶ月分）、リサイクル預託金等、消費

税及び地方消費税、輸送費、その他通常の取引において必要とされる諸経費を含

む額とする。） 

 

付属品 

 

ＮＯ 名    称 数量 摘    要 

１ 電子サイレンアンプ １式 大阪サイレン製 TSK-5101 同等品以上 

２ 散光式警光灯 １式 大阪サイレン製 WF－Ⅿ－ＸＢ1 同等品以上 

３ カーステレオ車内／車外切替ボックス １式  

４ エアバッグ １式  

５ エアコン １式  

６ パワーステアリング １式  

７ サイドバイザー １式  

８ タイヤチェーン １式 サイルチェーン 

９ フロアマット １式 全席 

10 スモークガラス １式 リヤ・クォーター・バックドア、全面UVカット 

11 パワーウィンド １式 フロント、リヤ（運転席オート） 

12 電波式キーレスエントリー １式  

13 オーディオ １式 CD・AM/FMラジオ 

14 ４輪ABS １式 EBD付 


